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戦
後
期
の
『
日
本
外
交
文
書
』
は
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
」（
全
三

巻
）、「
占
領
期
」（
全
三
巻
及
び
関
係
調
書
集
）、「
国
際
連
合
へ
の
加
盟
」、「
日
華

平
和
条
約
」、「
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
へ
の
加
入
」（
上
下
）
及
び
「
沖
縄
返
還
」
第
一
巻
、「
平

和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」（
上
下
）
を
特
集
と
し
て
刊
行
済
み
で
あ
る
。
ま

た
こ
れ
と
並
行
し
て
編
年
方
式
の
「
昭
和
期
Ⅳ
」（
昭
和
二
〇
～
三
五
年
）
シ
リ
ー

ズ
に
つ
い
て
、「
日
米
関
係
第
一
巻 

（
昭
和
二
十
七
―
二
十
九
年
）」（
上
下
）
を

刊
行
し
た
。

本
巻
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉　

関
係
調
書
集　

第
一
巻
」
は
、
既

刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
に
採
録
さ
れ
た
文
書
を
内
容
的
に
補
完

す
る
関
係
調
書
四
冊
を
翻
刻
し
て
収
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
総
ペ
ー
ジ
数
は
五
四 

一
頁
で
あ
る
。
本
巻
の
刊
行
で
『
日
本
外
交
文
書
』
の
通
算
刊
行
冊
数
は
二
三
〇

冊
と
な
る
。

一
、
本
巻
の
構
成

本
巻
が
収
録
す
る
調
書
は
、
外
務
省
が
作
成
し
た
以
下
の
四
冊
で
あ
る
（
カ
ッ

コ
内
は
作
成
年
月
日
と
作
成
局
課
、
掲
載
順
に
記
載
）。

「
岡
崎
外
務
大
臣
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
出
張
記
録
」（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
〇
日
、

外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
三
課
）

「
国
交
調
整
に
関
す
る
日
緬
交
渉
記
録
」（
昭
和
三
〇
年
四
月
、
外
務
省
ア
ジ
ア

局
第
四
課
）

「
日
本
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
会
議
」（
昭
和
二
七
年
二
月
、
外
務
省
）

「
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
交
渉
経
緯
」（
昭
和
三
三
年
三
月
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局

第
三
課
）

二
、
本
巻
収
録
調
書
の
目
次
と
概
要

各
調
書
の
目
次
と
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）「
岡
崎
外
務
大
臣
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
出
張
記
録
」

一
、
序
言

（
一
）
高
裁
案

（
二
）
職
務
進
退

（
三
）
各
地
日
程

（
四
）
情
報
文
化
局
長
談
話
（
和
英
文
）

『
日
本
外
交
文
書
』
概
要

「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉　

関
係
調
書
集　

第
一
巻
」
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（
五
）
岡
崎
外
務
大
臣
メ
ッ
セ
ー
ジ

（
六
）
岡
崎
外
務
大
臣
帰
朝
談
話

二
、
マ
ニ
ラ

甲
一　

到
着
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

甲
二　

ネ
リ
外
相
代
理
と
の
会
談
（
第
一
回
）

甲
三　

キ
リ
ノ
大
統
領
と
の
会
談

甲
四　

ア
ジ
ア
局
長
と
の
ネ
リ
次
官
と
の
電
話
会
談

甲
五　

ネ
リ
外
相
代
理
と
の
会
談
（
第
二
回
）

甲
六　

上
院
議
長
ロ
ド
リ
ゲ
ス
以
下
野
党
領
袖
と
の
会
談
要
領

甲
七　

�

倭
島
局
長
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
タ
党
元
老
ラ
ウ
レ
ル
上
院
議
員
と
の
会

談

甲
八　

ア
ジ
ア
局
長
と
ラ
ウ
レ
ル
上
院
議
員
と
の
会
談
（
第
二
回
）

甲
九　

ネ
リ
外
相
代
理
と
の
会
談
（
第
三
回
）

甲
十　

辞
去
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

三
、
ジ
ャ
カ
ル
タ

乙
一　

到
着
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

乙
二　

ア
リ
首
相
と
の
会
談
（
第
一
回
）

乙
三　

用
意
し
置
き
た
る
平
和
条
約
案

乙
四　

先
方
に
提
示
し
た
る
平
和
条
約
案
（
附
属
議
定
書
案
共
）

乙
五　

ア
リ
首
相
と
の
会
談
（
第
二
回
）

乙
六　

倭
島
ジ
ュ
ア
ン
ダ
会
談
要
旨

乙
七　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
の
平
和
条
約
草
案

乙
八　

倭
島
局
長
と
ス
ダ
ル
ソ
ノ
局
長
と
の
会
談

乙
九　

倭
島
局
長
と
ス
ダ
ル
ソ
ノ
局
長
と
の
会
談
（
第
二
日
分
）

乙
十　

提
供
可
能
の
リ
ス
ト
（
産
業
別
）

乙
十
一　

提
供
可
能
リ
ス
ト
（
機
械
別
）

乙
十
二　

沈
船
引
揚
中
間
賠
償
協
定
草
案

乙
十
三　

ア
リ
首
相
と
の
会
談
（
第
三
回
）

乙
十
四　

ア
リ
首
相
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

乙
十
五　

辞
去
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

四
、
バ
ン
コ
ッ
ク

五
、
ラ
ン
グ
ー
ン

丙
一　

到
着
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
案

丙
二　

用
意
し
置
き
た
る
平
和
条
約
案

丙
三　

先
方
に
提
出
し
た
る
平
和
条
約
案

丙
四　

キ
ヨ
外
相
と
の
会
談
（
第
一
回
）

丙
五　

キ
ヨ
外
相
お
よ
び
閣
僚
委
員
会
委
員
と
の
会
談
要
旨

丙
六　

提
供
可
能
の
品
目
リ
ス
ト

丙
七　

倭
島
局
長
と
ウ
・
タ
ン
・
シ
ェ
ン
外
務
次
官
と
の
会
談
要
旨

丙
八　

キ
ヨ
外
相
と
の
会
談
（
第
二
回
）

丙
九　

合
弁
事
業
に
関
す
る
文
書

丙
十　

公
使
派
遣
に
関
す
る
エ
ー
ド
・
メ
モ
ア
ー
ル

丙
十
一　

辞
去
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
案

丙
十
二　

実
際
に
発
表
し
た
る
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
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六
、
ハ
ノ
イ

丁
一　

�

ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
公
共
事
業
大
臣
の
沈
船
引
揚
協
定
案
に
対
す
る
見
解

と
発
明
し
た
る
文
書

丁
二　

イ
ン
ド
シ
ナ
側
と
の
会
談
要
旨

七
、
ホ
ン
コ
ン

八
、
結
語

本
調
書
は
、
岡
崎
勝
男
外
務
大
臣
が
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
九
月
二
九
日

か
ら
一
〇
月
一
五
日
ま
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ビ
ル
マ
、
ベ
ト
ナ

ム
の
各
国
を
訪
問
し
た
際
の
出
張
記
録
で
あ
る
。
訪
問
の
目
的
は
親
善
増
進
と
さ

れ
て
い
た
が
、
各
国
の
要
人
と
の
間
で
は
そ
の
後
の
賠
償
交
渉
に
も
影
響
を
与
え

る
具
体
的
な
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
本
巻
に
採
録
し
た
。
本
調
書
は

一
般
的
な
歴
訪
の
経
過
、
岡
崎
外
務
大
臣
や
同
行
し
た
倭
島
英
二
ア
ジ
ア
局
長
と

各
国
要
人
と
の
会
談
記
録
の
他
、
日
程
、
条
約
草
案
や
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
い
っ

た
関
連
文
書
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
歴
訪
に
お
け
る
岡
崎
外
務
大
臣
ら
の
会
談

記
録
は
本
調
書
以
外
に
残
っ
て
お
ら
ず
、
特
に
重
要
な
記
録
と
言
え
る
。

既
刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
に
は
、
本
調
書
か
ら
、
岡
崎
外
務

大
臣
と
要
人
の
会
談
記
録
や
条
約
草
案
等
を
中
心
に
主
要
な
も
の
を
採
録
し
た

が
、
実
務
レ
ベ
ル
の
会
談
な
ど
、
そ
の
内
容
を
必
ず
し
も
網
羅
的
に
採
録
し
た
わ

け
で
は
な
い
。

こ
の
た
め
、
本
調
書
に
収
録
さ
れ
た
各
訪
問
先
で
の
会
談
記
録
及
び
関
係
文
書

と
、
既
刊
で
採
録
済
み
の
在
外
公
館
へ
の
事
前
折
衝
に
関
す
る
訓
令
や
、
訪
問
後

の
岡
崎
外
務
大
臣
の
報
告
等
を
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
、
賠
償
交
渉
に
お
け
る
争

点
や
、
日
本
側
及
び
各
国
の
対
応
ぶ
り
な
ど
を
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
一
助
と
な

ろ
う
。

本
調
書
の
内
容
は
、
既
刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
下
の
下
記

の
項
目
に
対
応
し
て
い
る
た
め
、
各
収
録
文
書
を
あ
わ
せ
て
参
照
あ
り
た
い
。

二
（
対
ビ
ル
マ
賠
償
交
渉
）
１
「
二
国
間
交
渉
の
開
始
」

三
（
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
交
渉
）
１
「
講
和
会
議
以
後
の
交
渉
」

四
（
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
賠
償
交
渉
）
１
「
講
和
会
議
以
後
の
交
渉
」

五
（
対
ベ
ト
ナ
ム
賠
償
交
渉
）
１
「
沈
船
引
揚
協
定
交
渉
の
開
始
」

（
２
）「
国
交
調
整
に
関
す
る
日
緬
交
渉
記
録
」

一
、
日
本
政
府
在
外
事
務
所
の
設
置

二
、
戦
争
状
態
の
終
結
宣
言
及
び
領
事
関
係
の
開
設

三
、
平
和
条
約
及
び
賠
償
問
題
に
関
す
る
下
交
渉

四
、�

ビ
ル
マ
親
善
使
節
団
の
来
日
と
平
和
条
約
及
び
賠
償
経
済
協
力
に
関
す
る

交
渉

五
、�

ラ
ン
グ
ー
ン
に
お
け
る
平
和
条
約
及
び
賠
償
経
済
協
力
協
定
の
諸
条
項
に

関
す
る
交
渉

六
、
平
和
条
約
並
び
に
賠
償
及
び
経
済
協
力
協
定
の
署
名
調
印

七
、
国
交
の
回
復
、
大
使
の
交
換

八
、
経
済
調
査
団
の
渡
緬

九
、
平
和
条
約
並
び
に
賠
償
及
び
経
済
協
力
協
定
の
発
効
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十
、
資
料

ビ
ル
マ
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
草
案
に
ビ
ル
マ
へ
の
賠
償
支
払
い
が

規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
七
月

二
三
日
、
こ
れ
に
同
意
し
得
な
い
と
の
趣
旨
を
米
国
へ
通
告
し
、
講
和
会
議
へ
の

出
席
を
拒
否
し
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
は
、
ビ
ル
マ
と
二
国
間
平
和
条
約
及
び
外

交
関
係
の
樹
立
に
つ
い
て
個
別
に
交
渉
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
ビ

ル
マ
は
賠
償
問
題
の
解
決
前
に
国
交
を
開
設
す
る
こ
と
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
し

て
、
二
国
間
の
平
和
条
約
締
結
は
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
。

本
調
書
は
ビ
ル
マ
と
の
賠
償
及
び
国
交
調
整
に
関
す
る
交
渉
記
録
で
あ
り
、
日

本
政
府
在
外
事
務
所
の
設
置
、
戦
争
状
態
の
終
結
宣
言
、
総
領
事
館
の
開
設
、
平

和
条
約
並
び
に
賠
償
経
済
協
力
協
定
の
署
名
、
大
使
の
交
換
及
び
本
条
約
及
び
協

定
の
発
効
に
至
る
諸
経
緯
を
時
系
列
順
に
収
録
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、「
平

和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
で
は
充
分
に
採
録
で
き
な
か
っ
た
経
緯
も
含

ま
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
、
未
だ
占
領
統
治
下
に
あ
っ
た
日

本
が
、
日
緬
間
の
貿
易
の
促
進
の
た
め
、
米
国
務
省
の
仲
介
を
受
け
て
ラ
ン
グ
ー

ン
に
日
本
政
府
在
外
事
務
所
を
設
置
し
た
こ
と
、
前
述
の
岡
崎
外
務
大
臣
の
訪
緬

直
後
、
東
京
に
お
い
て
行
わ
れ
た
平
和
条
約
及
び
賠
償
経
済
協
力
に
関
す
る
下
交

渉
の
記
録
な
ど
で
あ
る
。
同
交
渉
は
、
岡
崎
・
ウ
・
チ
ョ
ウ
・
ニ
ェ
ン
両
外
相
間

の
余
人
を
ま
じ
え
な
い
会
談
の
形
式
で
行
わ
れ
、
並
行
し
て
中
川
融
ア
ジ
ア
局
長

と
ウ
・
ソ
ー
チ
ン
・
ビ
ル
マ
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
と
の
間
で
も
補
助
的
会
談
が
行

わ
れ
た
。
こ
の
間
、
ウ
・
チ
ョ
ウ
・
ニ
ェ
ン
外
相
は
、
緒
方
竹
虎
副
総
理
、
池
田

勇
人
自
由
党
幹
事
長
な
ど
政
府
、
与
党
の
要
人
と
も
会
談
を
行
っ
た
。

本
調
書
の
内
容
は
、
既
刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
の
「
対
ビ

ル
マ
賠
償
交
渉
」
の
下
記
の
項
目
に
対
応
し
て
い
る
た
め
、
各
採
録
文
書
を
あ
わ

せ
て
参
照
あ
り
た
い
。
既
刊
で
採
録
さ
れ
た
記
録
と
あ
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
、
対

ビ
ル
マ
賠
償
交
渉
の
経
緯
を
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
一
助
と
な
ろ
う
。

二
１
「
二
国
間
交
渉
の
開
始
」

二
２
「
平
和
条
約
・
賠
償
経
済
協
力
協
定
交
渉
」

二
３
「
署
名
・
発
効
」

な
お
、
本
調
書
に
は
、「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
の
項
目
二
４

か
ら
６
で
扱
っ
た
、
他
の
求
償
国
に
対
す
る
賠
償
問
題
の
解
決
後
、
ビ
ル
マ
側
が

公
正
か
つ
衡
平
な
待
遇
を
め
ぐ
っ
て
提
起
し
た
賠
償
増
額
交
渉
に
関
す
る
記
録
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。

（
３
）「
日
本
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
会
議
」

一
．
日
イ
賠
償
会
議
概
況

二
．
日
イ
賠
償
会
議
代
表
指
名

三
．
会
議
経
過
記
録

（
一
）
第
一
回
非
公
式
会
談
（
一
二
月
一
五
日
）

（
二
）
第
二
回
非
公
式
会
談
（
一
二
月
一
七
日
）

（
三
）
第
三
回
非
公
式
会
談
（
一
二
月
一
八
日
）

（
四
）
第
四
回
非
公
式
会
談
（
一
二
月
一
九
日
）

（
五
）
第
一
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
二
日
）
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（
六
）
第
二
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
四
日
）

（
七
）
第
三
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
六
日
）

（
八
）
第
一
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
六
日
）

（
九
）
第
五
回
非
公
式
会
談
（
一
二
月
二
七
日
）

（
一
〇
）
第
二
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
七
日
）

（
一
一
）
第
三
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
八
日
）

（
一
二
）
第
四
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
八
日
）

（
一
三
）
第
五
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
九
日
）

（
一
四
）
第
四
回
公
式
会
議
（
一
月
四
日
）

（
一
五
）
第
六
回
非
公
式
会
談
（
一
月
五
日
）

（
一
六
）
第
七
回
非
公
式
会
談
（
一
月
七
日
）

（
一
七
）
倭
島
局
長
私
的
会
談
（
一
月
七
日
以
降
）

（
一
八
）
第
五
回
最
終
公
式
会
議
（
一
月
一
八
日
）

四
．
合
意
議
事
録
（
英
文
）

（
一
）
公
式
会
議

第
一
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
二
日
）

第
二
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
四
日
）

第
三
回
公
式
会
議
（
一
二
月
二
六
日
）

第
四
回
公
式
会
議
（
一
月
四
日
）

第
五
回
公
式
会
議
（
一
月
一
八
日
）

（
二
）
専
門
分
科
会

第
一
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
六
日
）

第
二
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
七
日
）

第
三
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
八
日
）

第
四
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
八
日
）

第
五
回
専
門
分
科
会
（
一
二
月
二
九
日
）

（
附
録
）

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ａ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｂ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｃ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｄ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｅ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｆ

　
　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
Ｇ

五
．
賠
償
に
関
す
る
中
間
協
定
案
及
び
交
換
公
文
（
和
、
英
文
）

六
．
附
属

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
に
お
い
て
、

日
本
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
質
問
に
応
じ
る
形
で
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

に
基
づ
く
賠
償
を
行
う
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
総
額
及
び
方
式
を
定
め
る
二

国
間
の
賠
償
取
極
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
同
年
一
二
月
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
交
渉
団
を
東
京
に
派
遣
し
、
日
本
側
と
の

間
に
翌
年
一
月
ま
で
賠
償
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
会
議
中
、
戦
争
損
害
額
、
日
本
の
支
払
う
べ
き
賠
償
金
額
、
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賠
償
の
履
行
方
法
の
三
点
に
関
す
る
合
意
を
目
指
し
た
が
、
い
ず
れ
の
点
に
関
し

て
も
日
本
側
と
の
考
え
の
隔
た
り
は
大
き
く
、双
方
の
主
張
は
平
行
線
を
辿
っ
た
。

さ
ら
に
日
本
側
が
、
他
の
求
償
国
の
要
求
が
判
明
し
な
い
こ
の
段
階
で
の
具
体
的

な
賠
償
金
額
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
は
不
可
能
と
主
張
し
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
五
二
年

一
月
一
八
日
に
双
方
の
見
解
を
併
記
し
た
上
で
、
現
時
点
で
賠
償
の
内
容
の
確
定

が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
最
終
的
な
支
払
方
法
は
平
和
条
約
第
一
四
条
の
趣
旨
に
沿

う
役
務
に
よ
る
こ
と
等
の
原
則
的
な
合
意
事
項
を
規
定
し
た
中
間
協
定
案
の
仮
署

名
と
、
今
後
諸
懸
案
に
つ
い
て
継
続
的
な
交
渉
を
行
う
旨
を
約
束
し
た
交
換
公
文

が
作
成
さ
れ
た
。

本
調
書
は
、
上
記
の
賠
償
会
議
に
お
け
る
公
式
・
非
公
式
会
談
等
の
経
過
、
公

式
会
議
及
び
専
門
分
科
会
の
記
録
と
し
て
作
成
さ
れ
た
英
文
合
意
議
事
録
、
会
議

に
お
い
て
双
方
が
提
出
し
た
文
書
等
を
網
羅
的
に
収
録
し
て
い
る
。「
平
和
条
約
締

結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
で
は
最
終
的
に
作
成
さ
れ
た
中
間
協
定
案
と
交
換
公
文

（
日
本
側
書
簡
）、
及
び
ア
ジ
ア
局
第
一
課
が
作
成
し
た
交
渉
経
過
要
旨
の
み
を
採

録
し
た
。
本
調
書
を
併
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
国
の
当
初
の
主
張
と
中
間
協
定

案
作
成
に
至
る
そ
の
後
の
交
渉
過
程
に
関
し
て
、
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
一
助
と

な
ろ
う
。

本
調
書
の
内
容
は
、
既
刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
の
「
対
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
交
渉
」
の
下
記
の
項
目
に
対
応
し
て
い
る
た
め
、
各
採
録
文
書

を
あ
わ
せ
て
参
照
あ
り
た
い
。

三
１
「
講
和
会
議
以
後
の
交
渉
」

（
４
）「
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
賠
償
交
渉
経
緯
」

第
一
章　

�

サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
平
和
会
議
よ
り
倭
島
公
使
赴
任
ま
で
の
賠

償
交
渉（
一
九
五
一
年
九
月
―
一
九
五
三
年
一
二
月
）

第
二
章　

倭
島
公
使
に
よ
る
賠
償
交
渉（
一
九
五
四
年
一
月
―
一
九
五
七
年
六
月
）

第
一
節　

一
九
五
四
年
一
月
か
ら
六
月
ま
で

第
二
節　

一
九
五
四
年
六
月
か
ら
九
月
ま
で

第
三
節　

一
九
五
四
年
一
〇
月
か
ら
一
九
五
五
年
三
月
ま
で

第
四
節　

一
九
五
五
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で

第
五
節　

�

ハ
ラ
ハ
ッ
プ
内
閣
時
代
の
交
渉（
一
九
五
五
年
八
月
―
一
九
五
六
年

三
月
）

第
六
節　

�

第
二
次
ア
リ
内
閣
成
立（
一
九
五
六
年
三
月
二
四
日
）か
ら
一
九
五
六

年
末
ま
で

第
七
節　

�

一
九
五
七
年
一
月
よ
り
ジ
ュ
ア
ン
ダ
内
閣
成
立（
一
九
五
七
年
四
月

九
日
）
直
後
ま
で
―
ア
リ
首
相
の
最
終
提
案

第
三
章　

�

岸
総
理
大
臣
あ
て
ジ
ュ
ア
ン
ダ
首
相
の
親
書
と
高
木
公
使
の
赴
任

（
一
九
五
七
年
七
月
―
九
月
）

第
一
節　

ジ
ュ
ア
ン
ダ
親
書
と
岸
総
理
の
返
書

第
二
節　

高
木
公
使
に
よ
る
交
渉

第
三
節　

ス
バ
ン
ド
リ
オ
外
相
の
来
日

第
四
章　

�「
小
林
私
案
」
と
ハ
ッ
タ
元
副
大
統
領
の
来
日（
一
九
五
七
年
九
月
―

一
〇
月
）

第
一
節　

小
林
中
特
派
大
使
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
訪
問
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第
二
節　

ハ
ッ
タ
元
副
大
統
領
の
来
日

第
五
章　

�
岸
総
理
大
臣
の
第
二
次
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
訪
問
と
賠
償
問
題
に
関
す
る

基
本
的
相
互
了
解
の
成
立（
一
九
五
七
年
一
一
月
二
六
日
―
二
八
日
）

第
一
節　

小
林
政
府
代
表
の
第
二
次
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
派
遣

第
二
節　

�

岸
総
理
大
臣
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
首
脳
と
の
会
談
―
基
本
的
相
互
了
解

の
成
立（
一
九
五
七
年
一
一
月
二
七
日
）

第
六
章　

�

小
林
政
府
代
表
と
ジ
ュ
ア
ン
ダ
首
相
と
の
会
談
―
基
本
的
合
意
事
項
に

関
す
る
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
イ
ニ
シ
ア
ル（
一
九
五
七
年
一
一
月
二
九
日

―
一
二
月
八
日
）

第
七
章　

�

平
和
条
約
、
賠
償
協
定
等
の
作
成
交
渉（
一
九
五
七
年
一
二
月
二
一
日

―
一
九
五
八
年
一
月
一
八
日
）

第
一
節　

交
渉
団
の
派
遣
―
草
案
の
携
行

第
二
節　

交
渉
経
緯

第
八
章　

平
和
条
約
、
賠
償
協
定
等
の
調
印（
一
九
五
八
年
一
月
二
〇
日
）

第
九
章　

平
和
条
約
、
賠
償
協
定
及
び
関
係
文
書
の
要
綱

（
付
録
）

賠
償
問
題
を
め
ぐ
る
対
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
交
渉
は
、
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年

九
月
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
会
議
か
ら
一
九
五
八
年
一
月
の
二
国
間
平
和
条

約
及
び
賠
償
協
定
の
署
名
に
至
る
ま
で
、
長
期
間
に
わ
た
る
も
の
と
な
っ
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
署
名
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
一
九
五
一
年

一
二
月
か
ら
翌
一
九
五
二
年
一
月
ま
で
日
本
と
の
間
に
賠
償
会
議
を
開
催
し
た

が
、
両
者
の
主
張
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
こ
こ
で
の
合
意
は
双
方
の
見
解
と
原
則

事
項
を
確
認
す
る
中
間
協
定
案
の
仮
署
名
に
留
ま
っ
た
。
講
和
会
議
へ
の
参
加
自

体
に
関
し
て
も
賛
否
が
あ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
論
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
っ
て
二
分
さ
れ
、
四
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
は
条
約
批

准
及
び
中
間
協
定
案
の
承
認
に
関
す
る
態
度
決
定
を
留
保
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
賠
償
交
渉
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
海
内
の

沈
没
船
舶
の
引
揚
に
関
し
て
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
以
外
は
、
平
和
条
約
批
准
、
賠

償
総
額
の
規
模
、
賠
償
と
し
て
の
資
本
財
提
供
の
可
否
と
い
っ
た
諸
点
で
双
方
の

考
え
が
一
致
せ
ず
、
進
展
を
見
な
か
っ
た
。
や
が
て
一
九
五
三
年
八
月
に
成
立
し

た
ア
リ
内
閣
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
批
准
に
代
わ
り
二
国
間
平
和

条
約
の
締
結
を
目
指
す
考
え
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
側
に
も
そ
の
意
向
が
伝
達
さ

れ
、
以
後
交
渉
は
二
国
間
で
の
賠
償
問
題
解
決
を
目
指
す
も
の
と
な
っ
た
。

一
九
五
四
年
一
月
、
日
本
は
倭
島
前
ア
ジ
ア
局
長
を
政
府
代
表
（
特
命
全
権
公

使
）
と
し
て
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
派
遣
し
、
賠
償
交
渉
に
当
た
ら
せ
た
。
し
か
し
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
が
明
示
を
求
め
た
賠
償
総
額
に
関
す
る
問
題
を
中
心
と
し
て
、
両
者

の
主
張
は
鋭
く
対
立
し
た
。
そ
こ
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
対
日
貿
易
債
務
の
支
払
問

題
も
浮
上
し
た
こ
と
で
交
渉
は
一
段
と
複
雑
化
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
の
国
内
政

治
の
動
向
や
、
当
時
進
展
中
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
渉
妥
結
を
優
先
す
る

日
本
側
の
判
断
も
あ
り
、
交
渉
は
長
く
停
頓
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
賠
償
協
定
成
立
後
の
一
九
五
七
年
一
月
、倭
島
代
表
は
賠
償
、

貿
易
債
務
の
一
部
帳
消
し
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同
一
条
件
で
の
民
間
経
済
開
発
借
款

を
組
み
合
わ
せ
た
賠
償
解
決
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
考
案
し
、
本
国
政
府
の
同
意
を
得
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て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
側
と
の
交
渉
を
本
格
化
さ
せ
た
。
双
方
の
主
張
す
る
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
の
総
額
は
交
渉
を
通
じ
て
八
億
ド
ル
程
度
に
収
斂
し
て
い
っ
た
が
、
賠
償

金
額
に
関
し
て
再
検
討
条
項
を
設
け
た
ビ
ル
マ
へ
の
影
響
を
懸
念
し
、
フ
ォ
ー

ミ
ュ
ラ
内
の
賠
償
金
額
は
ビ
ル
マ
同
等
の
二
億
ド
ル
と
し
た
い
日
本
と
そ
れ
以
上

を
求
め
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
折
り
合
わ
ず
、
妥
結
に
至
ら
な
か
っ
た
。

一
九
五
七
年
七
月
、
ジ
ュ
ア
ン
ダ
首
相
は
岸
信
介
総
理
に
宛
て
た
書
簡
で
賠
償

四
億
ド
ル
、
経
済
協
力
四
億
ド
ル
（
貿
易
債
務
は
帳
消
し
、
相
当
額
を
借
款
の
返

済
と
し
て
支
払
う
）の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
問
題
解
決
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
提
案
し
、

交
渉
は
新
た
な
局
面
に
入
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
側
が
賠
償
金
額
の
上
積
み
と
、

貿
易
債
務
の
帳
消
し
を
問
題
視
し
た
た
め
、
交
渉
は
再
び
膠
着
状
態
に
陥
る
懸
念

が
生
じ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
の
一
九
五
七
年
九
月
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
れ
た

小
林
中
大
使
は
、
ジ
ュ
ア
ン
ダ
首
相
に
対
し
て
賠
償
二
億
ド
ル
、
経
済
協
力
目
的

の
贈
与
二
億
ド
ル
、
民
間
経
済
協
力
四
億
ド
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
合
計
を
八
億
ド

ル
と
し
た
小
林
私
案
（
小
林
構
想
）
を
提
示
し
た
。
賠
償
と
贈
与
の
合
計
に
よ
り

事
実
上
の
賠
償
金
額
を
四
億
ド
ル
と
し
た
上
で
、
貿
易
債
務
は
有
利
子
ロ
ー
ン
と

し
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
返
済
す
る
と
し
た
右
私
案
は
双
方
の
賠
償
に
関
す
る
希
望

を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
両
国
政
府
は
こ
の
私
案
を
基
礎
に
交
渉
を
再
度

進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
年
一
一
月
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
訪
問
し
た
岸
総
理
は
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
と
会

談
し
、
小
林
私
案
に
基
づ
く
賠
償
解
決
案
を
説
明
し
た
。
ス
カ
ル
ノ
大
統
領
は
対

案
と
し
て
賠
償
と
贈
与
の
予
定
額
四
億
ド
ル
か
ら
対
日
貿
易
債
務
を
差
し
引
い
た

金
額
を
賠
償
金
額
（
二
億
二
三
〇
〇
万
ド
ル
）
と
し
、
こ
れ
と
民
間
経
済
協
力
を

組
み
合
わ
せ
る
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
を
提
案
し
た
。
右
対
案
は
利
払
い
等
で
日
本
側
に

不
利
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
岸
総
理
は
受
諾
し
、
二
国
間
に
合
意
が
成
立
し

た
。
以
降
、支
払
期
間
等
の
細
目
条
件
や
関
係
協
定
に
関
す
る
交
渉
が
進
め
ら
れ
、

一
九
五
八
年
一
月
二
〇
日
に
平
和
条
約
並
び
に
賠
償
協
定
が
署
名
さ
れ
た
。

本
調
書
は
日
本
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
賠
償
交
渉
経
緯
の
全
体
を
概
観
す
る
も
の

で
、
特
に
一
九
五
四
年
の
倭
島
政
府
代
表
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
赴
任
か
ら
、
岸
・

ス
カ
ル
ノ
間
の
合
意
の
成
立
、
日
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
平
和
条
約
及
び
賠
償
協
定
の

署
名
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠

償
交
渉
」
上
は
そ
の
後
の
交
渉
の
進
展
に
大
き
く
作
用
し
た
交
渉
や
、
方
針
の
検

討
を
中
心
的
に
採
録
し
て
お
り
、
他
国
の
賠
償
交
渉
を
優
先
し
た
等
の
事
情
に
よ

り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
間
の
交
渉
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
一
九
五 

四
年
か
ら
五
六
年
頃
ま
で
の
文
書
の
採
録
は
必
ず
し
も
網
羅
的
で
は
な
い
。
本
調

書
は
こ
の
時
期
の
展
開
を
記
述
し
て
お
り
、
既
刊
に
採
録
さ
れ
た
文
書
と
あ
わ
せ

て
読
む
こ
と
で
、
交
渉
の
経
緯
や
日
本
側
の
対
応
振
り
を
理
解
す
る
一
助
と
な
る

と
思
わ
れ
る
。

本
調
書
の
内
容
は
既
刊
「
平
和
条
約
締
結
に
伴
う
賠
償
交
渉
」
上
の
「
対
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
賠
償
交
渉
」
の
全
編
、
特
に
以
下
に
対
応
し
て
い
る
の
で
、
各
採
録
文

書
と
合
わ
せ
て
参
照
あ
り
た
い
。

三
２ 

賠
償
総
額
と
貿
易
債
務
問
題
の
争
点
化

三
３ 
賠
償
と
貿
易
債
務
の
一
体
的
解
決
を
め
ぐ
る
交
渉

三
４ 
岸
・
ス
カ
ル
ノ
合
意
の
成
立

三
５ 

平
和
条
約
・
賠
償
協
定
の
署
名
・
発
効
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三
、
使
用
記
録

A
,.1.5.1.4

「
岡
崎
外
務
大
臣
東
南
ア
ジ
ア
訪
問
関
係
一
件
」

B ,.3.1.2.5

「
日
本
・
ビ
ル
マ
賠
償
及
び
経
済
協
力
協
定
関
係
一
件
」
第
四
巻

B ,.3.1.2.3

「
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
平
和
条
約
及
び
賠
償
協
定
交
渉
関
係
一
件
」

第
一
巻

B ,.3.1.2.3

「
日
本
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
平
和
条
約
及
び
賠
償
協
定
交
渉
関
係
一
件
」

第
四
巻


